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休眠預金活用事業に係る規程（文書管理） 

 

 特定非営利活動法人飛んでけ車いすの会は、組織として休眠預金活用事業に係るガバナンス・

コンプライアンスを確保するため、以下の事項について定め、これを遵守する。 

本規程に定める規定が、従前の規定と矛盾し又は抵触する場合には、本規程の定めが優先する。 

 

 

第１章 文書管理  

  

第１条 （目的） この規程は、特定非営利活動法人飛んでけ車いすの会（以下「この法人」とい

う。）の文書の保存及び管理に関し、必要な事項を定めたものである。  

 

第２条 （適用文書の範囲） この規程の適用を受ける文書・帳票類は、所轄庁等官公庁関係書類、

定款等諸規程、議事録、予・決算書並びに会計・税務に関する文書・証憑類、往復文書（e-mailを

含む）、コンピューター記憶媒体、フィルム、ビデオテープ、その他、この法人の業務に必要な一

切の記録で、一定期間の保存を要するものをいう。  

 

第３条 （区分） 文書は以下のとおり区分するものとする。  

（１）機密文書  

①秘：重要事項で機密に属するもの  

②対外秘：この法人の外部に漏らすことを禁ずるもの  

③親 展：この法人の外部に発信する場合の機密文書   

（２）重要文書      

所轄庁及び関係官公庁からの文書   

（３）普通文書     

 前各号以外の一般文書  

 

第４条 （取扱いの原則） 法人文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行う

とともに、取扱いに係る法人文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。  

 

第５条 （文書の主管部門） 文書の主管部門は事務局とし、文書管理責任者は事務局長とする。   

２ 事務局は文書の受付、配付及び発信事務を行い、文書受発信簿にそれを記録する。  

 

第６条 （決裁手続き） 文書の起案は、役職員が行うものとする。  

２ 前項の規定により起案した文書（以下「起案文書」という。）は、代表理事の決裁を受けるも

のとする。  

３ 起案文書は、作成日時、経過、内容等を示した様式を用いて決裁手続を執るものとする。  

４ 前項に定めるところにより事務局長以上の者の決裁を経た起案文書については、事務局におい
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て保管する。 

 

第７条 （外部発信文書）この法人が外部に発信する文書（以下「発信文書」という。ただし、関

連する事案が軽微なものは除く。）は、代表理事の決裁を受けて発信する。  

２ 発信文書については、事務局に保存する。  

 

第８条 （文書の保存期間） 文書の保存期間は、法令、その他特別に定めのある場合のほか、帳

簿類はその閉鎖のとき、その他の文書は編綴のときから起算する。    

①永久保存：定款及び諸規程、所轄庁等官公庁より受けた証書（許可、認可、認定、認証等）、重

要な契約書及び証書、登記・登録に関する書類、決算及び関係書類  

②7年保存：会計帳簿、請求書、領収書（控）、会員台帳（名簿）、税務関係書類 

③5年保存：事業計画書、予算書、総会招集通知・委任状、重要な報告書・調査書  

④1年保存：往復文書（控）、事務連絡文書、軽易な報告書・調査書、提案書 

   

第９条 （文書の保存） 文書は事業年度ごとに編綴し、文書名、保存期間等文書保存に必要な事

項を明記し、保存する。   

２ 情報公開文書はこの法人の事務所に必要な期間備置き、保存文書は事務局が保存する。   

３ 事務局は、保存文書の区分・保存期間・保存方法を一覧表にまとめた目録を作成するものとす

る。  

 

第１０条 （文書の廃棄） 保存期間を経過した保存文書は保存文書目録に廃棄年月日を記入し、

事務局が焼却又は裁断により処分する。  

 

 

第２章 印章管理  

  

第８条 （印章の種類及び押印・保管） この法人の印章の種類及び押印と保管責任者は下記のと

おりとする。      

印章の種類                  押印・保管責任者   

（１）法人印（法務局登録印）            代表理事 

（２）署名鑑（ゴム印）                 事務局長 

 

第９条 （印章の調製） 印章の調製を必要とする場合は、代表理事の承認を得て、事務局におい

て調製する。  

 

第１０条（印章の使用範囲） 印章の使用範囲は原則として、下記のとおりとする。  

（１）法人印（法務局登録印） 

①登記関係書類、その他法令で登録印の使用が定められている書類  



3 

 

②印鑑証明書の添付を要する書類  

③代表理事名をもってする重要契約書  

④金融機関との取引等に要する書類で届出印を必要とするもの  

⑤法人名、代表理事名をもって発行する対外文書 

⑥領収書、請求書の発行 

⑦その他押印を要する書類で代表理事の承認を得られたもの全て 

 

第１１条 （押印手続）  押印手続は下記の要領により行なう。 

（１）法務局登録印を必要とする場合は、押印すべき文書を添えて、執行責任者の承認を得て、

押印・保管責任者に直接提出する   

（２）押印・保管責任者は執行責任者の承認を確認して押印し、押印管理簿に記録、管理しなけ

ればならない。  

（３）この法人内文書への押印については、人事に関する文書等以外については、原則として押

印を省略する。  

 

第１２条 （改廃） この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

（附則） 

この規程は、2020年 4月 27日から施行する。（2020年 4月 25日理事会議決） 

以上  


